
 

BELS 評価料金（第 12 条関係） 

 

 

評価料金評価料金評価料金評価料金((((税込税込税込税込))))    

申申申申    請請請請    条条条条    件件件件    

単独申請単独申請単独申請単独申請    併願申請①併願申請①併願申請①併願申請①    併願申請②併願申請②併願申請②併願申請②    

新新新新    規規規規    申申申申    請請請請    ￥￥￥￥30,00030,00030,00030,000    ￥￥￥￥22225555,000,000,000,000    ￥￥￥￥10,00010,00010,00010,000    

変変変変    更更更更    申申申申    請請請請    ￥￥￥￥15,00015,00015,00015,000    

評価書再発行評価書再発行評価書再発行評価書再発行    ￥￥￥￥2222,000,000,000,000    

 

併願申請①: BELS評価申請と建築確認申請の併願申請をした場合。 

 

併願申請②: BELS評価申請と下記の1～3までのいずれかと併願申請をした場合。 

1.設計住宅性能評価（5-2一次エネルギー消費量等級4又は5を選択したもの） 

2.低炭素認定技術的審査 

3.現金取得者向け新築対象住宅証明書審査（一次エネルギー消費量等級4以上を選択したもの） 

 

 


